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第６回委員会の意見対応表 

 

■景観計画（素案）について（色彩基準を含む）            

下記表は、策定委員会における意見等（意見記入シートを含む）への対応としてまとめたも

のです。 

注）下記表に記載されている章、項やページは７月 10日時点の資料で示しています。⇒は例示 

番号 意見等 意見等への対応 

１ 語句の表

現につい

て 

●＜意見記入シート：第 1章（１）①

「…悠久の歴史や旧街道の風情」→

「悠久の歴史」は抽象的すぎ、「旧

街道」と並置するのはなじまない。

「歴史・文化的建造物や旧街道等の

風情」ではどうか。②「…印西市都

市マスタープランに適合させると

ともに、」→「…印西市都市マスタ

ープランに適合させ、併せて印西市

環境基本計画……」 

○語句について見直しを行います。 

２ 特定の地

区の景観

形成基準

について 

●北総病院はドラマで使われている

が、周辺に手を入れて、そこからの

眺めを活かすことが考えられない

か。 

○日本医科大学付属千葉北総病院を含

む周辺は、景観計画（素案）におい

て一般地区「台地の緑景観ゾーン」

に位置しております。（仮称）景観形

成重点地区として独自の景観形成基

準を定めることも制度上可能です

が、これについては地権者の発意等

が必要となりますので、景観計画上

は難しいと思われます。 

○フィルムコミッションへの情報提供

等、他の手法を検討していきたいと

考えています。 

３ 国道 464
号沿道地

区の景観

形成基準

の一律に

ついて 

●9 ページで、国道 464 号沿道地区に

はタウンセンター地区も含まれて

いるが、タウンセンター商業系の容

積率が高い地区と国道 464 号沿道

地区が同じような形態規制の基準

で良いのか違和感がある。たとえ

ば、国道 464 号と駅前通りの違い

がないということである。 

●また、光沢のある素材は不可という

ことであるが、ガラスは不可なの

か。都心地区ではガラス面の多い施

設もできる可能性がある。また 464
号沿道には調整区域もある。                                 

                  

                               

             

○国道 464 号沿道地区の行為別基準

は、９、10、11 ページで「建築物」、

「工作物」、「屋外における土石、

廃棄物、再生資源その他の物件の堆

積」、「木竹の伐採」に分類してい

ます。 

○例えば、建築物は基本的に市街化区

域内が対象となりますが、基準は配

置・規模や形態意匠、色彩、外構に

区分し、建築物の用途や位置等に限

らず共通の配慮すべき事項として定

めていますが、届け出の建築物は

個々に異なるため、個別の誘導を行

うこととなります。 

○なお、駅周辺に関する文言の見直し

を行います。 

資料２ 
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   ○「……光沢のある素材や反射性の高

い……」は、光沢や反射によって過

度な眩しさや光や熱などの悪影響を

与えないように配慮するためで、ガ

ラスであってもこれらに該当するも

の（過度の鏡面ガラス等）は控えて

いただくことになります。 

４ 無形の景

観資源に

ついて 

●景観まちづくり基本計画では、伝統

芸能や祭りなど、形がないものも扱

っている。このようなハードでない

ものに対する扱いは、だんだん薄く

なっていくような気がする。＜意見

記入シート：小林住みよいまちづく

り会のＨＰでは「無形」資源が人気

サイトで最も多い。景観計画の「目

標や方針」なりに明確に記述してい

ただきたい。＞ 

○本基本計画（素案）では、基本目標

をはじめ、主に次の事項で「無形の

景観資源」について記載をしていま

す。 

⇒第１章（１）①計画の目的、（３）

基本方針 

⇒第２章（３）②の景観拠点のシン

ボル景観拠点 １シンボルとなる

景観資源の保全 

○なお、「（8月 16 日資料の）第６章 地

域別の景観まちづくりの展開方向」

において、無形の景観資源ついて記

載を行います。 

５ 事例のシ

ミュレー

ションに

ついて 

 

●届出が必要ない行為、また建築協定

や地区計画がかかっていない地区

で、できると思われる事例はシュミ

レーションしておく必要があるの

ではないか。その際、景観条例・景

観計画を施行している自治体の運

用や見直しのなどの経緯の事例を

集めながら進めてほしい。 

○他都市の事例などを情報収集し、景

観啓発や景観計画運用に活用するこ

ととします。隣接の成田市及び我孫

子市に運用指針や届出の内規等の情

報提供していただきました。今後制

度の見直しを行った自治体の情報も

収集する予定です。 

○また、「景観計画の運用に係る景観を

誘導する取り組みの推進」として、

手引き等の作成に関する記載を行い

ます。 

６ 景観形成

の制度に

ついて 

●景観協定など様々な仕組みがある。

モデル的に誘導して、景観がよくな

ると浸透することもあろう。重点地

区や協定など、どのようなメニュー

があるのかを示して整理すること

も考えられるのではないか。 

○景観協定などの制度として次のもの

があり、今後の事務局活用資料とし

てストックします。 

○また、「他の制度に基づく景観形成の

取り組みの推進」として記載を行い

ます。 

⇒地区計画／建築協定 

⇒景観協定／景観地区 

⇒緑地協定／緑地保全地域／市民緑

地 

⇒景観重要建造物／景観重要樹木 

⇒登録有形文化財（建造物）／重要

文化的景観 

７ 擁壁につ

いて 

●工作物の擁壁について、歩行者に圧

迫感を与えないということである

○擁壁は、工作物として届出の対象と

していますので、色彩を含め誘導等
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が、個人の土地で造成する擁壁は、

垂直のものがあり、色も家の外壁と

あわせて塗り替えて、周辺から浮い

てしまっている事例があった。建築

協定が締結されているが、擁壁につ

いては特に規定していない。道路と

一体的に見えるので、勝手なことを

しないようにできないか。 

を行うこととなります。 

○なお、届出対象外についても景観形

成基準に配慮していただくことに変

わりはありませんので、景観形成の

啓発に努めることとします。 

⇒市川市には、景観啓発のツールと

して「景観づくりに関するハンド

ブック」があります。 

○工作物の基準に反映させます。 

８ 罰則規定

について 

●＜意見記入シート：罰則規定に関す

る部分を出来形版（Ａ4判の体裁）

でどのように表現するのか。＞ 

○計画や条例は法で委任されている範

囲のものしか記載は出来ません。罰

則については、虚偽の申請や届出、

命令に違反した者に対するものが法

で定められております。しかしなが

ら、計画や条例へ委任はされていな

いため、市の計画や条例への記載は

しません。 

９ 工作物の

届出対象

行為につ

いて 

●＜意見記入シート：「第２章（２）

届出対象行為‐工作物の建設等」に

ついて、「資料：千葉県内都市の届

出対象行為」に記載される佐倉市景

観計画（案）を参考に「建築基準法

に基づく建築確認が必要な工作物」

等の追記を希望します。他市町の事

例では、山武市景観計画（H27 年３

月策定）、酒々井町景観計画（H29

年４月策定）に同様の記載がありま

す。※参考として各景観計画の抜粋

を添付します。＞ 

○届出対象行為の除外について記載を

行います。 

10 強調色の

割合につ

いて 

●強調色が使える面積をうまく考え

たい。国道 464 号沿いには、壁面積

が大小いろいろなものがある。それ

を一律（商業と業務）で設定してい

ることが気になる。＜意見記入シー

ト：商業と業務は区分し、100ｍ前

後の道路幅からの見え方からする

と本沿道地区は一般地区商業景観

ゾーンの強調色 20％未満が良いの

ではないか。＞ 

○商業と業務の事業者が、一つの建築

物内に存在することも多く、建築物

のすべてについて商業系、又は業務

系との区分は難しいため、本色彩基

準（素案）では、商業系用途地域内

の場合の施設は、商業系又は業務系

等に限らず商業・業務景観ゾーンの

基準としています。 

○建築物の規模に応じて強調色の割合

を区分するとの考え方もあります

が、現在定めている外壁面等に対す

る「一定割合の設定方法」は、多く

の都市において用いられているもの

で公平性を担保されているものと考

えています。また、参考資料５の２

ページ事業所Ｂの強調色約 13％の事

例は、この割合の範囲内においても 

施設の特徴や個性を十分に表わすこと
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ができると考えられる例示です。 

○なお、調査した中では「奈良県景観

色彩ガイドライン」においては、２

種類の強調色の割合が設定され、大

規模な施設に対して割合を小さくし

ています。 

⇒高さ 13ｍ又は建築面積1,000㎡を

超える場合は、各立面（外壁面）

の１／５まで 

⇒高さ 31ｍ又は建築面積3,000㎡を

超える場合は、各立面（外壁面）

の１／10まで 

11 色彩の推

奨色につ

いて 

●今回の色彩基準は、緩すぎず、厳し

すぎずという内容となっている。届

出対象行為からいっても問題はな

いと考え、ひどいことにはならない

と思われる。 

●また、景観計画はネガティブチェッ

ク的な意味要素が強いので、次のス

テップでは、地域の色を活かすとい

う観点から積極的に考えていく必

要がある。 

 

 

 

 

○今後において、色彩基準誘導の次の

ステップとして、推奨色の啓発につ

いて検討を行います。 

12 景観意識

の高揚及

び啓発に

ついて 

●＜意見記入シート：景観に関する意

識を高めていくためには、次のステ

ップとして表彰システムを作るこ

とも有効かと思います。文京区では

創造賞、ふるさと景観賞、活動賞、

広告賞の４部門で、大田区では街並

み景観部門、景観づくり活動部門の

２部門で景観に賞を与えています。

また、まち歩きやシンポジウムなど

の啓蒙活動も景観意識を継続させ

る意味で重要です。＞ 

○表彰制度やまち歩き、シンポジウム

等の記載を行います。 

13 地域の景

観資源の

現状把握

について 

●工作物をつくるときには、周辺の田

園景観を壊さないようにする必要

がある。しかし、最近、有名な神社

のすぐ近くにメガソーラーができ

た。これはここだけの問題ではな

い。それが、市民が知らないところ

にできてしまう。市民がこのような

情報にふれる機会がないため、景観

に関わる動きを知らせていくこと

が大切であり、地区全体で広く捉え

る必要がある。 

○まち歩きや景観学習、市民の自主的

な活動の支援の記載を行います。 

 


